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平成２２年４月２８日 判決言渡

平成２１年（行ケ）第１０１６３号 審決取消請求事件(特許）

口頭弁論終結日 平成２２年４月２１日

判 決

原 告 シーメンス アクチエンゲゼルシャフト

訴訟代理人弁理士 山 口 巖

同 山 本 浩

被 告 特 許 庁 長 官

指 定 代 理 人 野 村 亨

同 廣 瀬 文 雄

同 佐 々 木 一 浩

同 田 村 正 明

主 文

１ 原告の請求を棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

３ この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３

０日と定める。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

特許庁が不服２００６－２８９９８号事件について平成２１年２月３日にし

た審決を取り消す。

第２ 事案の概要

１ 本件は，原告が名称を「プロセス自動化システム」とする発明につき国際特

許出願をしたところ，日本国特許庁から拒絶査定を受けたので，これに対する

不服審判請求をしたが，請求不成立の審決を受けたことから，その取消しを求

めた事案である。
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２ 争点は，平成２０年２月５日付け補正後の請求項１に係る発明（本願発明）

が下記各引用文献に記載された発明との関係で進歩性を有するか（特許法２９

条２項），である。

記

・特開平７－１５３６５３号公報（発明の名称「半導体製造装置およびその工

程管理方法」，出願人 株式会社日立製作所，公開日 平成７年６月１６日。

以下，この文献を「引用例１」といい，これに記載された発明を「引用発明

１」という。甲１）

・特公平７‐８９３０５号公報（発明の名称「コンピュータソフトレンタル方

法」，出願人 株式会社ランドシステム，公告日 平成７年９月２７日。以

下，この文献を「引用例２」といい，これに記載された発明を「引用発明

２」という。甲２）

第３ 当事者の主張

１ 請求原因

(1) 特許庁における手続の経緯

原告は，１９９６年（平成８年）７月８日の優先権（ドイツ）を主張して，

１９９７年（平成９年）７月３日，名称を「プロセス自動化システム」とす

る発明について国際特許出願（ＰＣＴ／ＤＥ９７／０１４０７。日本におけ

る出願番号は特願平１０－５０４６５１号）をし，平成１１年１月７日日本

国特許庁に翻訳文（甲５）を提出し（国内公表公報は特表２０００‐５１４

２２０号）を提出したが，拒絶査定を受けたので，これに対する不服の審判

請求をした。

特許庁は，上記請求を不服２００６－２８９９８号事件として審理し，そ

の中で原告は平成２０年２月５日付けでも特許請求の範囲の変更等を内容と

する補正（以下「本件補正」という。請求項の数８。甲４）をしたが，特許

庁は，平成２１年２月３日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審
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決をし（出訴期間として９０日附加），その謄本は平成２０年２月１９日原

告に送達された。

(2) 発明の内容

本件補正後の特許請求の範囲は，上記のとおり請求項１～８から成るが，

このうち請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）の内容は以下の

とおりである。

・【請求項１】

操作・監視層のなかに存在する第１の送信・受信装置（３）に接続され

た，プロセスを操作しかつ監視するためのターミナル（１）と，下位の自

動化層のなかに存在する，プロセスバスを介して第２の送信・受信装置

（６）に接続された自動化装置（４）と，第３の送信・受信装置（１０）

に接続されているマスターコンピュータ（９）とを備えたプロセス自動化

システムにおいて，前記マスターコンピュータは，前記操作・監視層およ

び前記自動化層の外側に配置され，前記第３の送信・受信装置（１０）は，

データ伝送媒体（１１）を介して前記第１および第２の送信・受信装置

（３，６）と通信して，データが前記操作・監視層と自動化層との間でマ

スターコンピュータ（９）を介して交換され，その際前記プロセスバスは

前記ターミナルとはリンクされていないことを特徴とするプロセス自動化

システム。

(3) 審決の内容

審決の内容は，別添審決写しのとおりである。

その理由の要点は，本願発明は引用発明１及び２に基づいて当業者が容易

に発明をすることができたから特許を受けることができない（特許法２９条

２項），というものである。

なお，審決が認定した引用発明１，２の内容は，下記のとおりである。

記
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＜引用発明１＞

「管理部署システム２のなかに存在する送信・受信装置に接続された，半

導体製造ラインで製造される製品の進捗管理，要素プロセス設備群１０ ～１

１０ｎに対する製造条件の指示，要素プロセス設備群１０ ～１０ｎの作業１

者に対する製造条件の指示を管理するための複数の部署別管理計算機２５～

２９と，半導体製造ラインシステム１のなかに存在する，通信回線を介して

送信・受信装置に接続された，設備群管理計算機１１ ～１１ｎと，送信・１

受信装置に接続されている電子ファイル管理計算機３とを備えた半導体製造

装置において，電子ファイル管理計算機３に接続された送信・受信装置は，

電子ファイル管理計算機用通信回線を介して管理部署システム２の中に存在

する送信・受信装置，および，半導体製造ラインシステム１の中に存在する

送信・受信装置と通信して，部署別管理計算機２５で入力されたデータが，

電子ファイル管理計算機３を介して，半導体製造ラインシステム１の設備群

管理計算機１１ に転送され，その際，半導体製造ラインシステム１の通信１

回線は，管理部署システム２の通信回線と，直接リンクされていない半導体

製造装置。」

＜引用発明２＞

「業務プログラムを利用する企業のオフィスに設置されたユーザーマシン

Ｕ，Ｕ・・・と，業務プログラムの提供者である利用管理センターに設置さ

れたホストマシンＨとを，通信回線を経由して接続し，プログラムファイル

及びデータファイルの全てをホストマシンＨに蓄積し，各種の解析サービス

や経営上の指導サービスを行うコンピュータシステム。」

(4) 審決の取消事由

しかしながら，審決には，以下に述べるとおり誤りがあるので，違法とし

て取り消されるべきである。

ア 取消事由１（引用発明１認定の誤り）
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(ｱ) 送信・受信装置について

審決は，引用発明１において，「・・・管理部署システムシステム２，

半導体製造ラインシステム１，電子ファイル管理計算機３は，それぞれ，

送信・受信装置を有していることは明らかである。」（５頁下１行～６

頁２行）とした。

しかし，引用例１に「管理部署システム２と電子ファイル管理計算機

３，及び半導体製造ラインシステム１と電子ファイル管理計算機３とは

それぞれ通信回線を介して接続されている点」は記載されているものの，

「部署別管理計算機２５から電子ファイル管理計算機３にデータを転送

する点」（段落【００４７】），「部署別管理計算機２７から電子ファ

イル管理計算機３にデータを転送する点」（段落【００４９】），「部

署別管理計算機２８から電子ファイル管理計算機３にデータを転送する

点」（段落【００５０】），「電子ファイル管理計算機３から設備群管

理計算機１１ にデータを転送する点」（段落【００５４】）の記載か１

ら電子ファイル計算機３が送信・受信装置を有するとはいえるが，半導

体製造ラインシステム１と管理部署システム２のなかに送信・受信装置

が存在することは記載されておらず，これを示唆するものもない。

また，本願発明の「送信・受信装置」は，ターミナル（１）や自動化

装置（４）とは別個独立の装置であり，操作・監視層及び自動化層の中

にそれぞれ存在するバスシステムを介してターミナル（１）や自動化装

置（４）に独自に接続されているものであり，引用例１に記載された部

署別管理計算機２５等がそれぞれ個別に有する送信・受信装置とは異な

るものである。

したがって，審決の上記認定は誤りである。

(ｲ) リンクについて

審決は，引用発明１につき，「半導体製造ラインシステム１の通信回
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線は，管理部署システム２の通信回線と，直接リンクされていない」と

した。

しかし，引用例１の【図１】の記載からは，管理部署システム２の通

信回線と半導体製造ラインシステム１の通信回線とは電子ファイル管理

計算機３を介して接続されているようにも思われるが，【図１】はあく

までも半導体製造装置の要部を示す概略構成図である。そして，その構

成を詳細に記載した【図７】，【図９】，【図１０】，【図１２】から，

管理部署システム２の通信回線と半導体製造ラインシステム１の通信回

線は直接リンクされているといえる。

したがって，審決の上記認定は誤りである。

イ 取消事由２（本願発明と引用発明１の一致点認定の誤り）

(ｱ) データの交換について

審決は「引用発明１の『部署別管理計算機２５で入力されたデータが，

半導体製造ラインシステム１の設備群管理計算機１１ に転送され』る１

ことは，本願発明の『データが操作・監視層と自動化層との間で交換さ

れ』ることに相当する。」（９頁１１行～１４行）と認定した。

しかし，引用発明１では，引用例１の段落【００４７】，【００４

９】，【００５１】，【００５４】に記載されているとおり，「データ

は部署別管理計算機２５から設備群管理計算機１１ へ送信される」の１

みであって，「データが交換され」る点については記載されていない。

また，引用例１に記載された従来の半導体製造ラインシステム１は，

図１３に示されているように，管理部署システム２とは全く独立した構

成となっているため，管理部署システム２と半導体ラインシステム１と

の間でデータ（電子ファイル）を交換することはできず，またデータの

交換は想定されていないといえる。

さらに，引用例１の段落【００３０】には「半導体製造ラインシステ
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ム１は，図２に示すように，半導体製造ラインのそれぞれの要素プロセ

ス設備群１０ ～１０ を管理する複数の設備群管理計算機１１ ～１１１ １n

と，この半導体製造ラインで製造される製品を管理する製品管理計算n

機１２とから構成され，これらの複数の設備群管理計算機１１ ～１１１

と製品管理計算機１２とは通信回線により情報転送可能に接続されてn

いる。」と記載されていることから，要素プロセス設備群１０ ～１０１

１nにおいて製造が完了した旨の報告は，複数の設備群管理計算機１１

～１１ から製品管理計算機１２に対してなされるというべきである。n

加えて，引用例１の特許請求の範囲に係る発明は，段落【０００９】

に記載されているように，「半導体製造ラインで製造される製品の進捗

管理，設備または作業者に対する製造条件の指示などの工程管理におい

て，それぞれ管理部署の異なる複数の電子ファイルからの工程管理用電

子ファイルの作成を，情報の信頼性及び機密性を確保した上で管理する

ことができる半導体製造装置及びその工程管理方法を提供すること」を

目的としてなされたものであるから，半導体製造ラインシステム１から

管理部署システム２へデータの転送が自由に行われるのであれば，情報

の信頼性及び機密性の確保の点からも問題があり，上記目的を達成する

ことができない。

なお，後記乙３文献，乙４文献には，生産管理部署から製造ラインシ

ステムに製作数や製作期限等の生産計画に関するデータを送った場合，

製造ラインシステムは生産管理部署に製造が完了した旨を報告すること

が開示されているが，生産管理システムと製造ラインシステムとが直接

リンクされているからこそデータの交換ができるのであって，被告が主

張するように「管理部署システム２と半導体製造ラインシステム１が直

接リンクされていない」のであれば，両者間でデータの交換を行う構成

とすることは当業者が容易になし得たものであるとはいえない。
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したがって，審決の前記認定は誤りである。

(ｲ) 本願発明と引用発明１との対応関係の誤り

① 引用例１において，部署別管理計算機２５～２９はそれぞれの部署

に細分化された業務内容の管理に適した電子ファイルの形式でデータ

が入力されて管理されるようになっているのに対し，本願発明のター

ミナルは「単にグラフィック出力を引き受け，またマウスおよびキー

ボードを介して操作入力または画像切換を可能にする。」（本願明細

書〔甲１１〕１頁９行～１１行）ものであり，引用例１の部署別管理

コンピュータ２５～２９とは全く異なるものである。したがって，引

用例１の「部署別管理計算機２５～２９」は本願発明の「ターミナ

ル」に相当するという審決の判断は誤りである。

② 引用例１において，電子ファイル管理計算機３は電子ファイルの情

報転送を自動で管理する機能，書類審査，承認及び有効期限を付加し

て管理する機能，バックアップとして保存する機能を有するのに対し，

本願発明のマスターコンピュータは複数の自動化システムの同時操作

にも必要となる計算能力を供給するものであり，引用例１の電子ファ

イル管理計算機３はこのような計算能力を有していない。したがって，

引用例１の「電子ファイル管理計算機３」は，本願発明の「マスター

コンピュータ」に相当するという審決の判断は誤りである。

③ 引用例１において，設備群管理計算機１１ ～１１ は，工程管理用１ ｎ

電子ファイル３ａによる電子ファイル１１ ａ～１１ ａの情報に従っ１ ｎ

て要素プロセス設備群１０ ～１０ を管理するようになっているのに１ ｎ

対し，本願発明は「設備データの変更，すなわちプロジェクトの変更

は，操作・監視層からマスターコンピュータ９に伝達され，マスター

コンピュータ９が変更を受け入れ，新しいプロジェクト形態をすべて

のターミナル１に伝送する。」（本願明細書〔甲１１〕３頁７行～１
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０行）のであるから，設備群管理計算機１１ ～１１ の機能は，本願１ ｎ

発明におけるマスターコンピュータ及びターミナルの機能に相当する

といえる。また，本願発明の「マスターコンピュータ」は下位の自動

化層を管理するものではなく，本願発明には「管理部署計算機」に相

当するものもないから，本願発明には「この半導体製造ラインシステ

ム１と管理部署システム２とを接続して総合的な工程管理を行う電子

ファイル管理計算機３」（引用例１の段落【００２９】）に相当する

ものは存在しない。したがって，引用例１の「設備群管理計算機１１

～１１ 」，「複数の設備群管理計算機１１ ～１１ および製品管理１ ｎ １ ｎ

計算機１２」，「要素プロセス設備群１０ ～１０ 」，「複数の要素１ ｎ

プロセス設備群１０ ～１０ 」は，それぞれ本願発明の「ターミナル１ ｎ

１」，「操作・監視層」，「自動化装置４」，「下位の自動化層」と

いうべきであるから，審決の判断に誤りがある。

ウ 取消事由３（容易想到性判断の誤り）

審決は，引用発明２を引用発明１に適して本願発明に至ることは当業者

が容易になし得たことだとしたが，このような判断はそもそも誤って認定

された引用発明１を前提とするものである。

また，本願発明は，マスターコンピュータを操作･監視層及び自動化層

の外側に配置することによって，ハードディスクなどの記憶装置だけでな

く，マスターコンピュータ（計算能力）も不要となるが，引用発明２は，

ユーザーマシンの計算能力を不要にすることはできないから，引用発明１

と引用発明２を組み合わせても本願発明とはならない。

さらに，原告は，引用発明１と本願発明とはいずれも半導体製造ライン

などのプロセス自動化システムに関するものであり，同じ技術分野に属す

るものであるということができるが，引用発明２は「統合経営情報システ

ム等に代表されるコンピュータソフトの通信回線を用いたレンタル方法」
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に関するものであり，本願発明や引用発明１とは技術分野が異なるもので

あるから，引用発明１と引用発明２を組み合わせる動機はない。加えて，

引用発明２は，コンピュータソフトレンタル方法に関し，高額コンピュー

タソフトをユーザーに低価格で提供可能とすることを目的とするものであ

るのに対し，本願発明はハードウエアのコストダウンを目的とするもので

あって，本願発明と引用発明２は，技術分野および作用効果が全く異なる。

よって，本願発明の構成は，引用発明１と引用発明２を組み合わせても

得ることができないばかりか，そのような組み合わせの動機付けをもたら

す事情もないのであり，引用発明２を引用発明１に適用して本願発明に至

ることは当業者が容易になし得たことだとした審決の判断には誤りがある。

２ 請求原因に対する認否

請求原因(1)～(3)の各事実は認めるが，同(4)は争う。

３ 被告の反論

審決の判断は正当であり，原告主張の取消事由は理由がない。

(1) 取消事由１に対し

ア 送信・受信装置につき

原告は，引用例１には半導体製造ラインシステム１と管理部署システム

２のなかに送信・受信装置が存在することは記載されておらず，これを示

唆するものでもない，と主張する。

しかし，引用例１には，「また，工程管理用計算機に，複数の設備群管

理計算機と複数の部署別管理計算機との間の送受信先を指定してそれぞれ

の電子ファイルの情報転送を管理する機能が備えられることにより，たと

えば電子ファイルを意味のある分類コードなどの識別情報を付けて管理す

ることで，電子ファイルの流れを効率良く管理することが可能になるとと

もに，製造情報の機密性を確保することができる。」（段落【００２

１】），「さらに，電子ファイル管理計算機３には，複数の設備群管理計
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１ ｎ １ ｎ １ ｎ算機１１ ～１１ の持つ電子ファイル１１ ａ～１１ ａ，１１ ｂ～１１

ｂおよび複数の部署別管理計算機２５～２９の持つ電子ファイル２５ａ，

２５ｂ，２６ａ，２７ａ，２７ｂ，２８ａ，２８ｂ，２９ａの情報転送を

電子ファイルの識別情報に基づいて転送プログラムなどにより自動で管理

する機能・・・それぞれの電子ファイル１１ ａ～１１ ａ，１１ ｂ～１１ ｎ １

１ ｂ，２５ａ，２５ｂ，２６ａ，２７ａ，２７ｂ，２８ａ，２８ｂ，２ｎ

９ａの製造管理情報と設備管理情報とを工程管理用電子ファイル３ａにバ

ックアップとして保存する機能が備えられている。」（段落【００３

９】），「従って，本実施例の半導体製造装置によれば，半導体製造ライ

ンシステム１の設備群管理計算機１１ ～１１ と，管理部署システム２の１ ｎ

部署別管理計算機２５～２９との間に電子ファイル管理計算機３を接続し

て全体的な工程を管理することにより・・・」（段落【００５６】）と記

載されている。すなわち，工程管理用計算機である電子ファイル管理計算

機３は，送受信先を指定してそれぞれの電子ファイルの情報転送を管理す

る機能，情報転送を電子ファイルの識別情報に基づいて転送プログラムな

どにより自動で管理する機能，製造管理情報と設備管理情報とをバックア

ップとして保存する機能，及び全体的な工程を管理する機能を有している

ものである。電子ファイル管理計算機３が以上の多種類の機能を有するた

めには，半導体製造ラインシステム１や管理部署システム２と相互にデー

タの交換を行わなければできないものであるから，電子ファイル管理計算

機３，半導体製造ラインシステム１，管理部署システム２はそれぞれ送受

信装置を有し，相互にデータ交換することが示されているというべきであ

る。

また，引用例１には「これらの設備群管理計算機１１ ～１１ および製１ ｎ

品管理計算機１２は，通常のパーソナルコンピュータ，ワードプロセッサ

などによって構成される。」（段落【００３２】），「これらの部署別管
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理計算機２５～２９は，通常のパーソナルコンピュータ，ワードプロセッ

サなどによって構成される。」（段落【００３６】）と記載されている。

そもそもパーソナルコンピュータ間の通信においては，通信を確立する際

に相互のデータのやりとりを必要とするのが技術常識であるし，本願の優

先権主張日である１９９６年（平成８年）７月８日当時，通常のパーソナ

ルコンピュータが通信を行う際に送受信装置によって行うことは周知の事

項であった（特開平５－２６０１１７号公報〔発明の名称「通信制御装

置」，出願人 株式会社リコー，公開日 平成５年１０月８日。乙１〕の１

欄３８行～４１行，特開平５－２１８９６７号公報〔発明の名称「光線通

信システム」，出願人 株式会社オリイ，公開日 平成５年８月２７日。乙

２〕の４欄４９行～５欄３５行，図面の第３図）。そうすると，管理部署

システム２の部署別管理計算機２５，２７，２８には，通信を行うために

ファイルを送り出すだけの送信装置だけでなく受信装置も同様に有するこ

とは明らかであり，同様に半導体製造ラインシステム１の設備群管理計算

機１１ ～１１ や製品管理計算機１２もファイルを受け入れるだけの受信１ ｎ

装置だけでなく，送信装置も有していることは明らかである。

さらに，引用例１には，生産管理部署２１の部署別管理計算機２６には

品種毎の製作数及び製作期限情報の電子ファイル２６ａが備えられている

ことが記載されている（段落【００３５】，【図４】）。一般に生産管理

部署から製造ラインシステムに製作数や製作期限等の生産計画に関するデ

ータを送った場合，製造ラインシステムは生産管理部署に製造が完了した

旨の報告をすることは通常行われていることからすれば（特開平４－２５

３４７号公報〔発明の名称「生産管理システム」，出願人 株式会社東芝，

公開日 平成４年１月２９日。以下，この文献を「乙３文献」という。乙

３〕の１頁右下欄１６行～２頁左上欄１７行，特開平２－１６７６５４号

公報〔発明の名称「生産管理システムの製造実施計画における負荷調整方
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式」，出願人 日本電気株式会社，公開日 平成２年６月２８日。以下，こ

の文献を「乙４文献」という。乙４〕の２頁左下欄８行～右下欄６行），

引用例１に記載された引用発明１においても，設備群管理計算機１１ ～１

１１ から部署別管理計算機２５～２９への製造完了に関するデータの送ｎ

信を当然行うものと解される。

したがって，引用例１に半導体製造ラインシステム１と管理部署システ

ム２のなかに送信・受信装置が存在することは記載されていないという原

告の主張は理由がない。

なお，仮に引用発明１において，設備群管理計算機１１ ～１１ から部１ ｎ

署別管理計算機２５～２９への製造完了に関するデータを送信していると

はいえないとしても，上記のとおり一般に生産管理部署から製造ラインシ

ステムに製作数や製作期限等の生産計画に関するデータを送った場合，製

造ラインシステムは，生産管理部署に製造が完了した旨の報告をすること

は通常行われていることであることに鑑みれば，半導体製造ラインシステ

ム１と管理部署システム２の中に送信・受信装置を設ける構成とすること

は，当業者が容易になし得たものであるから，審決における引用発明１の

認定に誤りはない。

イ リンクにつき

原告は，引用例１では，管理部署システム２の通信回線と半導体製造ラ

インシステム１の通信回線とは直接リンクされていると主張する。

確かに，引用例１の【図７】，【図９】を参照すると，管理部署システ

ム２の部署別管理計算機２５，２７，２８と半導体製造ラインシステム１

の設備群管理計算機１１ とが同じ通信回線上に載っていることが図示さ１

れ，【図１０】，【図１２】を参照すると，管理部署システム２の部署別

管理計算機２５，２６と半導体製造ラインシステム１の製品管理計算機１

２とが同じ通信回線上に載っていることが図示されている。
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しかし，引用例１における段落【００４３】～【００５９】を参酌する

と，管理部署システム２の部署別管理計算機２５，２７，２８で作成され

たファイルが電子ファイル管理計算機３を介して半導体製造ラインシステ

ム１の設備群管理計算機１１ に転送されることのみが記載され，管理部１

署システム２の部署別管理計算機２５，２７，２８で作成されたファイル

が，直接，半導体製造ラインシステム１の設備群管理計算機１１ に転送１

されることは記載されていない。また，引用例１の【図１０】，【図１

２】は，段落【００６０】に記載されているとおり別実施例である。

したがって，引用例１において，管理部署システム２の通信回線と半導

体製造ラインシステム１の通信回線とが直接リンクされているとの原告の

主張は根拠がない。

(2) 取消事由２に対し

ア データの交換につき

原告は，引用発明１では，データは部署別管理計算機２５から設備群管

理計算機１１ へ送信されるのみであって，データが交換される点につい１

ては記載されていない，と主張する。

しかし，前記のとおり，工程管理用計算機である電子ファイル管理計算

機３は，送受信先を指定してそれぞれの電子ファイルの情報転送を管理す

る機能，情報転送を電子ファイルの識別情報に基づいて転送プログラムな

どにより自動で管理する機能，製造管理情報と設備管理情報とをバックア

ップとして保存する機能，及び全体的な工程を管理する機能を有している

ものであって，電子ファイル管理計算機３がこのような多種類の機能を有

するためには，半導体製造ラインシステム１や管理部署システム２と相互

にデータの交換を行わなければできないものであるから，電子ファイル管

理計算機３，半導体製造ラインシステム１，管理部署システム２はそれぞ

れ送受信装置を有し，相互にデータ交換することが示されているといえる。
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また，前記のとおり，引用例１の段落【００３５】及び【図４】を参照

すると，生産管理部署２１の部署別管理計算機２６には，品種毎の製作数

および製作期限情報の電子ファイル２６ａが備えられていることが記載さ

れており，一般に生産管理部署から製造ラインシステムに製作数や製作期

限等の生産計画に関するデータを送った場合，製造ラインシステムは生産

管理部署に製造が完了した旨の報告をすることは通常行われていることか

らすれば，引用発明１においても，設備群管理計算機１１ ～１１ や製品１ ｎ

管理計算機１２から部署別管理計算機２５～２９への製造完了に関するデ

ータの送信を行うようにすることは当然行われると考えるべきである。し

たがって，引用発明１では，データは部署別管理計算機２５から設備群管

理計算機１１ へ送信されるのみであって，データが交換される点につい１

ては記載されていないとの原告の主張は理由がない。

なお，仮に，引用発明１において製造完了に関するデータを送信してい

るとはいえないとしても，前記のとおり，一般に生産管理部署から製造ラ

インシステムに製作数や製作期限等の生産計画に関するデータを送った場

合，製造ラインシステムは生産管理部署に製造が完了した旨の報告をする

ことは通常行われていることであることに鑑みれば，設備群管理計算機１

１ ～１１ や製品管理計算機１２から部署別管理計算機２５～２９への製１ ｎ

造完了に関するデータを送信し，データが交換される構成とすることは当

業者が容易になし得たものであるから，審決の結論に影響を与えるもので

はない。

イ 「本願発明と引用発明１との対応関係の誤り」につき

原告は，本願発明のターミナルは「単にグラフィック出力を引き受け，

またマウスおよびキーボードを介して操作入力または画像切換を可能にす

る。」ものである，本願発明のマスターコンピュータは「複数の自動化シ

ステムの同時操作にも必要となる計算能力を供給するものである」，本願
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発明では「設備データの変更，すなわちプロジェクトの変更は，操作・監

視層からマスターコンピュータ９に伝達され，マスターコンピュータ９が

変更を受け入れ，新しいプロジェクト形態をすべてのターミナル１に伝送

する。」と主張する。

しかし，本願の請求項１では，ターミナル（１）に関し「プロセスを操

作しかつ監視する」とだけ特定されているだけであって，単にグラフィッ

ク出力を引き受け，またマウスおよびキーボードを介して操作入力または

画像切換を可能にするものであることは特定されていない。また，マスタ

ーコンピュータ（９）に関し「操作・監視層および自動化層の外側に配置

され」とその配置を特定しているだけであって，マスターコンピュータが

複数の自動化システムの同時操作にも必要となる計算能力を供給するもの

であり，また設備データの変更，すなわちプロジェクトの変更を受け入れ，

新しいプロジェクトの形態をターミナルに伝送するものであることは特定

されていない。したがって，これらの原告主張は請求項１の記載に基づか

ないものであり，理由がない。

一方，引用例１に「管理部署システム２は，設計管理部署２０，生産管

理部署２１，工程フロー管理部署２２，要素プロセス管理部署２３，設備

管理部署２４のそれぞれの部署内において，半導体製造ラインで製造され

る製品の進捗管理，要素プロセス設備群１０ ～１０ に対する製造条件の１ ｎ

指示，要素プロセス設備群１０ ～１０ の作業者に対する製造条件の指示１ ｎ

を管理する複数の部署別管理計算機２５～２９から構成され」（段落【０

０３４】）と記載されているように，引用発明１において，部署別管理計

算機２５～２９が半導体製造ラインで製造される製品の進捗管理や要素プ

ロセス設備群１０ ～１０ に対する製造条件の指示，要素プロセス設備群１ ｎ

１０ ～１０ の作業者に対する製造条件の指示を管理しているのであるか１ ｎ

ら，これらの機能が「プロセスを操作しかつ監視する」といえるものであ
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り，「部署別管理計算機２５～２９」が本願発明の「ターミナル」に相当

するものである。

したがって，「引用発明１の『管理部署システム２』，『部署別管理計

算機２５～２９』，『半導体製造ラインシステム１』，『設備群管理計算

機１１ ～１１ 』，『電子ファイル管理計算機３』はそれぞれ本願発明の１ ｎ

『操作・監視層』，『ターミナル』，『下位の自動化層』，『自動化装

置』，『マスターコンピュータ』に相当する。」とした審決の対比に誤り

はない。

(3) 取消事由３に対し

ア 原告は，引用発明２はコンピュータソフトレンタル方法に関し高額コン

ピュータソフトをユーザーに低価格で提供可能とすることを目的とするも

のであって，本願発明のようにハードウエアのコストダウンを目的とする

ものではないと主張する。

確かに，引用発明２の主たる目的は高額コンピュータソフトをユーザー

に低価格で提供可能とすることであるが，引用例２に「プログラムファイ

ルのうち，業務処理を担う本体プログラムファイルの全てをホストマシン

の記録媒体に格納しておき，ユーザーマシンは通信回線を通じてホストマ

シンの記録媒体内の本体プログラムファイルにアクセスしながら，業務を

ユーザーマシンのＣＰＵによって処理した場合は，ユーザーマシンのハー

ドディスクでは格納できないような大規模なサブプログラムでも実行する

ことが可能となり，より高度な業務プログラムの提供が可能となる。」

(段落【００５０】）と記載されているように，高額コンピュータソフト

を低価格でユーザーに提供するだけでなく，ハードディスクというユーザ

ーのハードウエアのコストダウンにも資するものであることが開示されて

いることは当業者にとって明らかである。したがって，引用発明２はハー

ドウエアのコストダウンを目的とするものではないという原告の主張は理
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由がない。

イ 原告は，本願発明の構成は，引用発明１と引用発明２に記載された発明

を組み合わせても得ることができないばかりか，そのような組み合わせの

動機付けをもたらす事情もない，と主張する。

しかし，引用発明１は，電子ファイル管理計算機３と部署別管理計算機

２５～２９，設備群管理計算機１１ ～１１ ，製品管理計算機１２を通信１ ｎ

回線で結んだコンピュータネットワークシステムであり，引用発明２は，

ユーザーマシンＵ，Ｕ・・・とホストマシンＨとを通信回線で結んだコン

ピュータネットワークシステムであることから，両者は同じ技術分野に属

するものであるということができる。また，引用発明２は，通信回線で結

ばれた複数のコンピュータのうち，ホストマシンをユーザーマシンＵ，Ｕ

・・・を有する企業の外部である利用管理センターに設置するものである

ことから，審決で認定したように，「コンピュータシステムを構成する複

数のコンピュータのうちの一つを外側に配置するコンピュータシステム」

といい得るものである。そして，上記「コンピュータシステムを構成する

複数のコンピュータのうちの一つを外側に配置する」という構成を，引用

発明１に適用できないとする阻害要因も見当たらないことからすれば，当

該構成を引用発明１に適用し，そのコンピュータシステムを構成するコン

ピュータの１つである電子ファイル管理計算機３を外側に配置することは，

当業者が容易になし得たことと考えられる。

また，引用例２に設備事業者に対する装置技術的費用を低減することが

記載されていることは，前記のとおりである。

ウ 以上より，相違点についての認定判断につき審決に誤りはない。

第４ 当裁判所の判断

１ 請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（発明の内容），(3)（審

決の内容）の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。
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２ 容易想到性の有無

審決は，本願発明は引用例１に記載された発明（引用発明１）に引用例２に

記載された発明（引用発明２）を採用することによって当業者が容易に発明を

することができたとし，一方，原告はこれを争うので，以下これにつき検討す

る。

(1) 本願発明の意義

ア 本件補正後の明細書（国内公表公報〔甲９〕，平成１８年８月１１日付

け手続補正書〔甲１１〕，平成１９年１月２５日付け手続補正書〔甲１

３〕，平成２０年２月５日付け手続補正書〔甲４〕）には，以下の記載が

ある。

・「プロセス自動化システムでは，操作・監視装置が，制御・調節技術の

プロセスの操作および監視ならびに生ずるプロセス値のアーカイブ化お

よびプロトコル化または基礎とされる自動化装置のプロセス報知を引き

受ける。１つのプロセスを同時に複数の操作員により監視および場合に

よっては操作させるために，現在はいわゆるクライアント‐サーバー‐

コンセプトが用いられており，その際にホスト‐ステーションまたはマ

スターコンピュータとも呼ばれるサーバーがすべての計算能力を引き受

け，ターミナルとも呼ばれるクライアントは単にグラフィック出力を引

き受け，またマウスおよびキーボードを介して操作入力または画像切換

を可能にする。自動化システムには，自動化装置への接続を形成するプ

ロセスバスと，ターミナルへの物理的接続を形成するターミナルバスと

が存在する。ホスト‐ステーションおよびターミナルはたいてい制御室

内または隣接する室内に位置している。」（甲１１，１頁３行～１４

行）

・「ますます複雑化するプロセスまたは自動化システムは計算能力および

メモリ容量に関して非常に高い要求をホスト‐ステーションに課する。
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安全上の要求から，しばしば別の冗長な設備の構成を必要とする。この

ことおよび装置の維持および保守は設備事業者に対する高い財務的費用

を意味する。」（甲１１，１頁１５行～１８行）

・「本発明の課題は，プロセス自動化システムにおいて，設備事業者に対

する装置技術的費用を低減することである。本発明によれば，この課題

は請求項１にあげられているプロセス自動化システムにより解決され

る。」（甲１１，１頁１９行～２１行）

・「本発明による自動化システムの主な利点は，必要な計算能力が自動化

設備の外側の，特に中央計算センターのなかの，マスターコンピュータ

から調達され得るので，設備事業者自体が固有のマスターコンピュータ

（ホスト‐ステーション）を必要とせず，したがってそのための購入費

用，維持および保守を省略し得ることにある。・・・」（甲１１，１頁

２３行～２７行）

・「図１中に示されているプロセス自動化システムでは，操作・監視層の

なかでターミナル１がターミナルバス２を介して互いにおよび送信・受

信装置３と接続されている。自動化層のなかで，自動化装置４，たとえ

ばプログラム記憶式制御装置が，同じくプロセスバス５を介して別の送

信・受信装置６と接続されている。構成要素１ないし６はここには概要

のみを示されている設備７の構成部分であり，この設備７において，プ

ロセス自動化システムにより制御される技術的プロセスが進行する。設

備７の外側に，たとえば計算センター８のなかに，スーパーコンピュー

タとして構成されたマスターコンピュータ９が配置されており，このマ

スターコンピュータは第３の送信・受信装置１０およびデータ遠隔伝送

のためのデータ伝送媒体１１，たとえば無線接続，衛星接続または遠隔

通信回路網を介して，設備７の送信・受信装置３および６と通信する。

送信・受信装置１０およびデータ伝送媒体１１を介して，マスターコン
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ピュータ９は別の設備１２，１３のなかの別の，ここには示されていな

い送信・受信装置と通信する。示されている実施例と異なって，個々の

ターミナル１またはターミナル群にそれぞれ固有の送信・受信装置が対

応付けられてもよい。相応のことが自動化装置４に対しても当てはまる。

・・・」（甲１１，２頁１１行～２６行。甲１３及び甲４により補

正。）

・「従来の自動化システムとの相違として，下位の自動化装置４のプロセ

スバス５は操作・監視層のターミナル１に接続されていない。その代わ

りにデータは自動化層からデータ伝送媒体１１を介してマスターコンピ

ュータ９に伝達される。」（甲１１，３頁１行～３行）

・図面（甲９）

【図１】本発明によるプロセス自動化システムのブロック回路図

イ 上記 記載によれば，本願発明

は，マスターコンピュータ（ホストステーション），操作・監視層のター

ミナル及び自動化層の自動化装置とから構成されたクライアントサーバー

コンセプトに基づくプロセス自動化システムに関するものであり，設備事

業者にとって必要なマスターコンピュータの設備購入及び維持・保守にか
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かる費用を低減するために，マスターコンピュータと操作・監視層及び自

動化層との間のデータ交換を，データ伝送媒体を介した通信により行い，

システムに必要な計算能力を自動化設備の外部に配置されたマスターコン

ピュータから調達できる構成としたものと認めることができる。

(2) 引用発明１の意義

ア 引用例１(甲１）には，以下の記載がある。

・【産業上の利用分野】

「本発明は，半導体製造技術に関し，特に半導体製造ラインで製造さ

れる製品の進捗管理，設備または作業者に対する製造条件の指示などの

工程管理において，半導体製造に関連する複数の管理部署で作成された

電子ファイルの複合による工程管理用電子ファイルの良好な活用が可能

とされる半導体製造装置およびその工程管理方法に適用して有効な技術

に関する。」（段落【０００１】）

・【従来の技術】

「近年，計算機を用いた情報処理システムの普及に伴い，半導体製造

技術においても，関連情報管理の合理化のために半導体製造関連の管理

部署での情報の電子ファイル化とその活用が進められ，それぞれの管理

部署の自部署内において，書類作成および管理などに電子ファイルが有

効に利用されている。」（段落【０００２】）

・「一方，それらの管理部署とは独立して，半導体製造ラインの工程管理

にも計算機を用いた管理システムの導入が進められている。たとえば，

特開平５－２８１６３号公報に記載されるように，半導体製造ラインの

各設備を管理する複数の計算機が通信回線を介して主計算機に接続され，

この主計算機により半導体製造ラインの工程が管理されるようになって

いる。」（段落【０００３】）

・【発明が解決しようとする課題】
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「ところが，前記のような技術においては，近年の半導体製造プロセ

スの複雑化による半導体製造ラインの工程管理用システムの高機能化，

管理部署の細分化に伴い，半導体製造ラインの工程管理用システムの電

子ファイルの構成は複雑になり，その作成と管理は膨大な労力を要する

ようになってきている。」（段落【０００６】）

・「そこで，本発明の目的は，半導体製造ラインで製造される製品の進捗

管理，設備または作業者に対する製造条件の指示などの工程管理におい

て，それぞれの管理部署の異なる複数の電子ファイルからの工程管理用

電子ファイルの加工作成を，情報の信頼性および機密性を確保した上で

管理することができる半導体製造装置およびその工程管理方法を提供す

ることにある。」（段落【０００９】）

・【課題を解決するための手段】

「すなわち，本発明の半導体製造装置は，半導体製造ラインのそれぞ

れの要素プロセス設備群を管理する複数の設備群管理計算機と，半導体

製造ラインで製造される製品の進捗管理，要素プロセス設備群に対する

製造条件の指示，要素プロセス設備群の作業者に対する製造条件の指示

を管理する複数の部署別管理計算機とを備え，複数の設備群管理計算機

と複数の部署別管理計算機との間に工程管理用計算機を設けるものであ

る。」（段落【００１２】）

・「この工程管理用計算機は，複数の部署別管理計算機の持つ電子ファイ

ルの製造管理情報を組み合わせて工程管理用電子ファイルを作成し，こ

の工程管理用電子ファイルの作成過程を管理する機能，複数の設備群管

理計算機の持つ電子ファイルおよび複数の部署別管理計算機の持つ電子

ファイルの情報転送を管理する機能，それぞれの管理部署または設備群

での書類審査・承認および有効期限を管理する機能，それぞれの電子フ

ァイルの製造管理情報と設備管理情報とを工程管理用電子ファイルにバ
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ックアップとして保存する機能を備えるようにしたものである。」（段

落【００１３】）

・「また，本発明の半導体製造装置の工程管理方法は，半導体製造ライン

のそれぞれの要素プロセス設備群を複数の設備群管理計算機により管理

し，半導体製造ラインで製造される製品の進捗管理，要素プロセス設備

群に対する製造条件の指示，要素プロセス設備群の作業者に対する製造

条件の指示を複数の部署別管理計算機により管理し，かつ複数の設備群

管理計算機と複数の部署別管理計算機との間の工程管理情報の転送を工

程管理用計算機により管理するものである。」（段落【００１４】）

・【実施例】

「本実施例の半導体製造装置は，たとえば半導体製造ラインの工程管理

に用いられる半導体製造装置とされ，複数の要素プロセス設備群を管理

する半導体製造ラインシステム１と，半導体製造ラインで製造される製

品の進捗管理，要素プロセス設備群に対する製造条件の指示，要素プロ

セス設備群の作業者に対する製造条件の指示を管理する管理部署システ

ム２と，この半導体製造ラインシステム１と管理部署システム２とを接

続して総合的な工程管理を行う電子ファイル管理計算機（工程管理用計

算機）３とから構成されている。」（段落【００２９】）

・「半導体製造ラインシステム１は，図２に詳細に示すように，半導体製

造ラインのそれぞれの要素プロセス設備群１０ ～１０を管理する複数1 n

の設備群管理計算機１１ ～１１ と，この半導体製造ラインで製造され1 n

る製品を管理する製品管理計算機１２とから構成され，これらの複数の

設備群管理計算機１１～１１と製品管理計算機１２とは通信回線によ1 n

り情報転送可能に接続されている。」（段落【００３０】）

・「管理部署システム２は，設計管理部署２０，生産管理部署２１，工程

フロー管理部署２２，要素プロセス管理部署２３，設備管理部署２４の
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それぞれの部署内において，半導体製造ラインで製造される製品の進捗

管理，要素プロセス設備群１０～１０に対する製造条件の指示，要素1 n

プロセス設備群１０ ～１０ の作業者に対する製造条件の指示を管理す1 n

る複数の部署別管理計算機２５～２９から構成され，これらの複数の部

署別管理計算機２５～２９は通信回線により情報転送可能に接続されて

いる。」（段落【００３４】）

・「電子ファイル管理計算機３は，複数の部署別管理計算機２５～２９の

持つ電子ファイル２５ａ，２５ｂ，２６ａ，２７ａ，２７ｂ，２８ａ，

２８ｂ，２９ａの製造管理情報を組み合わせて工程管理用電子ファイル

３ａを作成し，この工程管理用電子ファイル３ａの作成過程を管理する

機能を持ち，たとえばそれぞれの管理部署２０～２４に散在している電

子ファイル２５ａ，２５ｂ，２６ａ，２７ａ，２７ｂ，２８ａ，２８ｂ，

２９ａの情報を組み合わせて加工生成する場合に，半導体製造ラインの

それぞれの設備群管理計算機１１～１１の持つ電子ファイル１１ａ～1 n 1

１１ ａ，１１ｂ～１１ｂの情報に対応する情報に変換して工程管理用n 1 n

電子ファイル３ａが作成されている。」（段落【００３８】）

・「さらに，電子ファイル管理計算機３には，複数の設備群管理計算機１

１～１１ の持つ電子ファイル１１ａ～１１ａ，１１ｂ～１１ｂおよ1 n 1 n 1 n

び複数の部署別管理計算機２５～２９の持つ電子ファイル２５ａ，２５

ｂ，２６ａ，２７ａ，２７ｂ，２８ａ，２８ｂ，２９ａの情報転送を電

子ファイルの識別情報に基づいて転送プログラムなどにより自動で管理

する機能，それぞれの管理部署２０～２４または要素プロセス設備群１

０～１０ での書類審査，承認および有効期限を審査・承認情報などを1 n

付加して管理する機能，それぞれの電子ファイル１１ ａ～１１ａ，１1 n

１ ｂ～１１ ｂ，２５ａ，２５ｂ，２６ａ，２７ａ，２７ｂ，２８ａ，1 n

２８ｂ，２９ａの製造管理情報と設備管理情報とを工程管理用電子ファ
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イル３ａにバックアップとして保存する機能が備えられている。」（段

落【００３９】）

・【発明の効果】

「(1).複数の設備群管理計算機と，複数の部署別管理計算機との間に

工程管理用計算機を設けることにより，半導体製造ラインのそれぞれの

要素プロセス設備群を管理するための工程管理用電子ファイルを，各製

造関連の管理部署で独自の形式で作成した電子ファイルの組み合わせに

よって作成することができるので，管理部署と半導体製造ライン間にお

ける工程管理情報の作成が容易に可能となる。」（段落【００７６】）

・「(2).工程管理用計算機に，複数の部署別管理計算機の持つ電子ファイ

ルの製造管理情報を組み合わせて工程管理用電子ファイルを作成し，か

つこの工程管理用電子ファイルの作成過程を管理する機能を備えること

により，複数の関連部署を渡って電子ファイルが作成される場合に，転

送プログラムによって電子ファイルの転送を指定して情報の流れを自動

で管理することが可能となる。」（段落【００７７】）

・「(3).工程管理用計算機に，複数の設備群管理計算機と複数の部署別管

理計算機との間の送受信先を指定してそれぞれの電子ファイルの情報転

送を管理する機能を備えることにより，電子ファイルに識別情報を付け

て管理することができるので，電子ファイルの流れを効率良く管理でき

るとともに，製造情報の機密性を確保することが可能となる。」（段落

【００７８】）

・「(4).工程管理用計算機に，複数の部署別管理計算機または複数の設備

群管理計算機を持つそれぞれの管理部署または設備群での書類審査・承

認および有効期限を管理する機能を備えることにより，電子ファイルに

審査，承認が終了する毎に審査・承認情報を付加してこの情報を加工時

に確認することができるので，分散システム上の複数の計算機に渡るデ
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ータの信頼性を確保することが可能となる。」（段落【００７９】）

・「(7).工程管理用計算機に，複数の部署別管理計算機の製造管理情報と，

複数の設備群管理計算機の設備管理情報とを工程管理用電子ファイルに

バックアップとして保存する機能を備えることにより，複数の設備群管

理計算機側でバックアップを行う必要がなくなるので，半導体製造ライ

ンおよび管理部署のハード構成およびプログラムの簡素化を図ることが

可能となる。」（段落【００８２】）

・図面

【図１】本発明の実施例１である半導体製造装置の要部を示す概略構成

図

イ 上記記載によれば，引用例１に記載された発明（引用発明１）の半導体

製造装置は，半導体製造ラインの進捗管理及び工程管理において，工程管

理用電子ファイルの作成及び管理を容易にすることを基本的な課題とし，

そのために次の構成を備えたものであることが認められる。

(ｱ) 半導体製造装置は，複数の要素プロセス設備群を管理する半導体製造



- 28 -

ラインシステム，半導体製造ラインで製造される製品の進捗管理，要素

プロセス設備群に対する製造条件の指示及び要素プロセス設備群の作業

者に対する製造条件の指示を管理する管理部署システム，及びこの半導

体製造ラインシステムと管理部署システムとを接続して総合的な工程管

理を行う電子ファイル管理計算機（工程管理用計算機）とから構成され

る。

(ｲ) 半導体製造ラインシステムの複数の設備群管理計算機及び製品管理計

算機は，通信回線に情報転送可能な状態で接続されている。また，管理

部署システムの複数の部署別管理計算機も，通信回線に情報転送可能な

状態で接続されている。

(ｳ) 電子ファイル管理計算機（工程管理用計算機）は，複数の部署別管理

計算機の持つ電子ファイルの製造管理情報を組み合わせて工程管理用電

子ファイルを作成し，この工程管理用電子ファイルの作成過程を管理す

る機能，複数の設備群管理計算機と複数の部署別管理計算機との間の送

受信先を指定してそれぞれの電子ファイルの情報転送を管理する機能，

それぞれの管理部署又は要素プロセス設備群での書類審査，承認及び有

効期限を管理する機能，それぞれの電子ファイルの製造管理情報と設備

管理情報とを工程管理用電子ファイルにバックアップとして保存する機

能を備えている。

そして，引用発明１は，上記構成を備えることにより，管理部署と半

導体製造ライン間における工程管理情報の作成が容易になる，複数の設

備群管理計算機と複数の部署別管理計算機との間の電子ファイルの流れ

を効率良く管理できる，半導体製造ライン及び管理部署のハード構成並

びにプログラムの簡素化を図ることができる等の効果が得られるもので

ある。

(3) 取消事由１（引用発明１認定の誤り）及び取消事由２（本願発明と引用発



- 29 -

明１の一致点認定の誤り）について

ア 送信・受信装置につき

原告は，審決が引用発明１につき「管理部署システム２，半導体製造ラ

インシステム１，電子ファイル管理計算機３は，それぞれ，送信・受信装

置を有していることは明らかである。」と認定したことは誤りであると主

張する。

そこで検討するに，引用例１には，前記のとおりの技術的事項が記載さ

れているところ，半導体製造ラインシステムの複数の設備群管理計算機及

び製品管理計算機は通信回線により情報転送可能に接続されており，管理

部署システムの複数の部署別管理計算機も通信回線により情報転送可能に

接続されている。また，電子ファイル管理計算機は，半導体製造ラインシ

ステムと管理部署システムとを接続し，複数の設備群管理計算機と複数の

部署別管理計算機との間の送受信先を指定してそれぞれの電子ファイルの

情報転送を管理する機能を備えることから，電子ファイル管理計算機と半

導体製造ラインシステムとの間，及び電子ファイル管理計算機と管理部署

システムとの間にも，情報の転送を行う通信回線が存在するということが

できる。そして，計算機を通信回線により情報転送可能に接続する場合，

送受信機能を有する装置を介在させることは，コンピュータネットワーク

の技術分野における技術常識といえる事項であり，電子ファイル管理計算

機，管理部署システムの部署別管理計算機，半導体製造ラインシステムの

設備群管理計算機及び製品管理計算機は，いずれも通信回線により情報転

送可能に接続されているのであるから，それぞれ送受信機能を有する装置，

すなわち「送信・受信装置」を介して情報転送可能に接続されていると認

めることができる。

したがって，審決が，引用発明１の認定において，「管理部署システム

２のなかに存在する送信・受信装置」，「半導体製造ラインシステム１の
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なかに存在する，通信回線を介して送信・受信装置に接続された，設備群

管理計算機１１ ～１１ 」，及び「送信・受信装置に接続されている電子１ ｎ

ファイル管理計算機３」を認定したことに誤りがあるということはできな

い。

一方，本願発明において，操作・監視層のターミナル，自動化層の自動

化装置及びマスターコンピュータは，それぞれ送信・受信装置に接続され，

マスターコンピュータとターミナルとの間，及びマスターコンピュータと

自動化装置との間で，データ伝送媒体を介して通信し，データを交換する

ことができるものである。ここで，自動化層の自動化装置は，プロセスバ

スを介して送信・受信装置と接続されているが，本願明細書（甲１１）の

記載を参酌すれば，「示されている実施例と異なって，個々のターミナル

１またはターミナル群にそれぞれ固有の送信・受信装置が対応付けられて

もよい。相応のことが自動化装置４に対しても当てはまる。」（２頁２３

行～２６行）と記載されていることから，送信・受信装置をターミナル又

は自動化装置固有のものと個々に接続するか，バスを介して接続するかは

本質的な差異ではなく，任意に選択できる構成というべきである。そうす

ると，後記のとおり，引用発明１の「管理部署システム」，「部署別管理

計算機」，「半導体製造ラインシステム」，「設備群管理計算機」，「電

子ファイル管理計算機」は，それぞれ本願発明の「操作･監視層」，「タ

ーミナル」，「自動化層」，「自動化装置」，「マスターコンピュータ」

に相当するといえるから，審決が，本願発明と引用発明１との一致点とし

て，「操作・監視層のなかに存在する第１の送信・受信装置」，「自動化

層のなかに存在する，プロセスバスを介して第２の送信・受信装置に接続

された自動化装置」及び「第３の送信・受信装置に接続されているマスタ

ーコンピュータ」を認定したことに誤りがあるということはできない。

なお，原告は，引用例１には，少なくとも半導体製造ラインシステムと
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管理部署システムの中に「送信・受信装置」が存在することは，記載も示

唆もされていないと主張する。

しかし，コンピュータ間でデータを転送するためには，各コンピュータ

が送受信機能を備える必要があることは，当該技術分野における技術常識

であって，引用例１に各計算機においてデータを送信すること又は受信す

ることの一方が明示されていないとしても，各計算機が送信機能及び受信

機能を有する装置，すなわち「送信・受信装置」を有することは，記載さ

れているに等しい事項と認めることができる。

また，原告は，本願発明の「送信・受信装置」は，ターミナルや自動化

装置とは別個独立の装置であり，操作・監視層および自動化層のなかにそ

れぞれ存在するバスシステムを介して，ターミナルや自動化装置と接続さ

れているものであると主張する。

しかし，上記のとおり，本願発明において，送信・受信装置をターミナ

ル又は自動化装置と個々に接続するか，バスを介して接続するかは本質的

なことではなく，また，一般にコンピュータシステムにおいて，装置間を

バスを介して接続することが周知の技術であることからすれば，引用例１

における管理部署システムの部署別管理計算機，半導体製造ラインシステ

ムの設備群管理計算機及び製品管理計算機に接続された送信・受信装置は，

バスを介して接続されたものも含まれるというべきである。

イ データの交換につき

(ｱ) 原告は，引用例１には，データが部署別管理計算機から設備群管理計

算機へ送信されることは記載されているが，部署別管理計算機と設備群

管理計算機との間でデータが「交換され」ることは記載されていないか

ら，引用発明１において，半導体製造ラインシステムから部署別管理シ

ステムへのデータ転送は行われず，部署別管理システムと半導体製造ラ

インシステムとの間でデータの交換は行われないと主張する。
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(ｲ) しかし，特開平４－２５３４７号公報（乙３文献）には以下の記載が

あり，それによれば，生産管理システムにおいて，生産管理用コンピュ

ータから製造管理用コンピュータに生産指示を送出し，製造管理用コン

ピュータから生産管理用コンピュータに対し生産管理に必要な生産実績

情報を送出することが記載されていると認められる。

・「本発明は，例えば複数の処理設備を用いて被処理物の処理を行う場

合に利用される生産管理システムに係わり，特に製造管理用コンピュ

ータおよび生産管理用コンピュータがそれぞれ負担をかけずに必要な

処理を実行する生産管理システムに関する。」（１頁左下欄下１行～

右下欄５行）

・「第３図はかかる試みの下に実現された生産管理システムの概略構成

図である。このシステムは，工場などの製造現場で生産される製品の

生産を管理する生産管理用コンピュータ１と，この生産管理用コンピ

ュータ１から指示を受けて製造現場の管理および処理設備３の制御を

行う製造管理用コンピュータ２とが設けられている。

しかして，上記システムにおいて実際の情報交換に当っては，上位

の生産管理用コンピュータ１から例えば品種，生産個数等の生産指示

４を製造管理用コンピュータ２に送出し，この製造管理用コンピュー

タ２ではその生産指示４に基づいて例えば部品の供給，組立て・加工

指示，倉庫への入出庫指示，搬送指示等の製造指示５を処理設備３に

送出する。ここで，処理設備３は例えば組立て・加工機であれば製品

６の組立て・加工を行い，倉庫であれば製品６の入出庫を行い，搬送

機であれば製品６を次の工程や倉庫に搬送する処理を行い，さらに製

造実績情報７を製造管理用コンピュータ２に送出し，この製造管理用

コンピュータ２ではそのうち生産管理に必要な生産実績情報８を生産

管理用コンピュータ１に送出する。」（１頁右下欄１６行～２頁左上
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欄１７行）

(ｳ) 特開平２－１６７６５４号公報(乙４文献）には以下の記載があり，

それによれば，生産管理システムにおいて，製造実施計画システムから

生産工程管理システムに生産活動の作業指示情報を伝達し，生産工程管

理システムから製造実施計画システムに生産実績情報等を伝達すること

が記載されていることが認められる。

・「本発明は生産管理システムにおける製造実施計画の負荷調整方式に

関し，特に製造ラインの稼働状況と連動した負荷調整方式に関す

る。」（１頁左下欄１７行～１９行）

・「第１図は，本発明による生産管理システムの製造実施計画における

負荷調整方式の一実施例を示すブロック図である。本発明による生産

管理システムの製造実施計画における負荷調整方式は，製造実施計画

システム１と，生産工程管理システム２とから成る。

製造実施計画システム１は生産活動情報処理を実行するための汎用

コンピュータ３と，生産活動情報を記憶するための磁気ディスク４と，

生産管理者が生産計画の立案，生産活動の負荷調整，および生産活動

の作業指示を行うための端末５とから構成される。

生産工程管理システム２は製造実施計画システム１の下位システム

として存在し，製造実施計画システム１から出力された生産活動の作

業指示情報のデータ処理を実行するための生産設備制御コンピュータ

６と，生産活動の作業指示情報を記憶するための磁気ディスク７と，

生産活動の作業指示情報を生産活動の作業人員に通知し，且つ，生産

活動の実績を収集するための生産実績収集端末８と，生産活動の作業

指示情報をもとに加工機械１０を制御し，且つ，加工機械１０の稼動

状況を監視するための設備稼動情報収集端末９とから構成されてい

る。」（２頁左上欄２０行～左下欄３行）
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・「まず，生産管理者により端末５を用いて生産計画の立案を行い，こ

れをもとにして製造オーダごとの日程計画を作成する。次に，生産活

動を行う工程別に，生産活動の作業負荷の山積みを行う。これにより，

生産活動のネックとなり得る工程を認識し，生産活動がスムーズに行

えるように生産計画を調整し，負荷の山崩しと負荷調整とを行う。

修正された生産計画にもとづき再度，前述の負荷山積みを行い，ネ

ック工程がなくなって生産計画に無理や無駄がなくなるまで，上記工

程を繰返す。これにより確定した生産計画は，生産活動の作業指示情

報として下位システム，および生産工程管理システムへ伝達される。

生産活動作業指示情報にもとづいて，生産活動の人員が生産活動を行

うと，生産実績情報は生産実績収集端末８により収集され，生産設備

制御コンピュータ６を経由して汎用コンピュータ３に伝達されて生産

計画に反映される。

これと同様に，加工機械１０の生産実績，および稼動状況は設備稼

動情報収集端末９を用いて収集され，生産設備制御コンピュータ６を

経由して汎用コンピュータ３に伝達されて生産計画に反映される。」

（２頁左下欄８行～右下欄１１行）

(ｴ) 上記のとおり，生産管理システムの技術分野において，管理部署シス

テムから製造ラインシステムに生産計画等を指示し，製造ラインシステ

ムから管理部署システムに生産実績情報等を報告することは，当該技術

分野における周知の技術ということができる。

そして，引用発明１の電子ファイル管理計算機は，複数の部署別管理

計算機の持つ電子ファイル及び複数の設備群管理計算機の持つ電子ファ

イルの転送を管理する機能を備え，管理部署システムは，半導体製造ラ

インシステムに製造条件等の指示及び半導体製造ラインで製造される製

品の進捗管理を行っている。ここで，管理部署システムが前記機能を達
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成するためには，半導体製造ラインシステムからの製品の製造状況等に

関するデータが必要であることは自明であり，前記周知技術にかんがみ

れば，電子ファイル管理計算機は，部署別管理システムから半導体製造

ラインシステムへの電子ファイルの転送だけでなく，半導体製造ライン

システムから部署別管理システムへの電子ファイルの転送も行っており，

部署別管理システムと半導体製造ラインシステムとの間で電子ファイル

管理計算機を介して電子ファイルの交換，すなわちデータの交換が行わ

れていると認めるのが相当である。

一方，本願発明のプロセス自動化システムは，マスターコンピュータ

と操作・監視層との間，及びマスターコンピュータと自動化層との間で，

データが交換され，この結果，操作・監視層と自動化層との間でマスタ

ーコンピュータを介してデータが交換されることが認められる。

そして，本願発明において「交換」の技術的意義については明細書を

参照しても定義されておらず，データの「交換」とは用語の通常の意味

及び技術常識からデータを相互にやり取りすることと解されるから，引

用発明１において相互に情報を転送することは，データの「交換」に他

ならない。そうすると，引用発明１の半導体製造装置は，管理部署シス

テムと半導体製造ラインシステムとの間でデータが「交換」されるとい

うことができるから，データが操作・監視層と自動化層との間で交換さ

れる点を本願発明と引用発明１との一致点とした審決の認定に誤りはな

い。

(ｵ) なお，原告は，引用例１に従来の技術として記載された半導体製造ラ

インシステムは，図１３に示されているように，管理部署システムとは

全く独立した構成となっているため，管理部署システムと半導体ライン

システムとの間でデータを交換することはできず，またデータの交換は

想定されていないと主張する。
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しかし，原告が主張の根拠とする半導体製造ラインシステムは，引用

発明１に至る技術的課題を説明するための従来の技術であるから，その

記載によって，引用発明１において管理部署システムと半導体ラインシ

ステムとの間でデータを交換することができない，あるいはデータの交

換が想定されていないという根拠とすることはできない。

また，原告は，引用発明１は「それぞれ管理部署の異なる複数の電子

ファイルからの工程管理用電子ファイルの加工作成を，情報の信頼性及

び機密性を確保した上で管理することができる半導体製造装置およびそ

の工程管理方法を提供すること」（段落【０００９】）を目的としてお

り，半導体製造ラインシステムから管理部署システムへデータの転送が

自由に行われるのであれば，情報の信頼性及び機密性の確保という目的

を達成することができないと主張する。

しかし，引用発明１の電子ファイル管理計算機は，複数の部署別管理

計算機と複数の設備群管理計算機との間の情報転送を管理する機能及び

それぞれの管理部署又は要素プロセス設備群での書類審査，承認及び有

効期限を管理する機能を備え，電子ファイルの転送は電子ファイル管理

計算機によって管理されているのであるから，データの転送が管理され

ることなく自由に行われることを前提とした原告の前記主張は，採用す

ることができない。

さらに，原告は，引用発明１は，「半導体製造ラインシステム１は，

図２に詳細に示すように，半導体製造ラインのそれぞれの要素プロセス

設備群１０ ～１０nを管理する複数の設備群管理計算機１１ ～１１n１ １

と，この半導体製造ラインで製造される製品を管理する製品管理計算機

１２とから構成され，これらの複数の設備群管理計算機１１ ～１１n１

と製品管理計算機１２とは通信回線により情報転送可能に接続されてい

る。」（段落【００３０】）との記載から，要素プロセス設備群におい
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て製造が完了した旨の報告は，複数の設備群管理計算機から製品管理計

算機に対してなされるというべきであるとも主張する。

しかし，引用例１の上記記載は，製造が完了した旨の報告の情報転送

について記載したものではなく，また，仮に設備群管理計算機から製品

管理計算機に対して製造が完了した旨の報告がなされるとしても，半導

体製造ラインシステムから部署別管理システムへデータ転送が行われる

ことを妨げる理由とはならない。

ウ リンクにつき

(ｱ) 本願の請求項１（本願発明）は，「・・・前記第３の送信・受信装置

（１０）は，データ伝送媒体（１１）を介して前記第１および第２の送

信・受信装置（３，６）と通信して，データが前記操作・監視層と自動

化層との間でマスターコンピュータ（９）を介して交換され，その際前

記プロセスバスは前記ターミナルとはリンクされていない」と特定され

ているが，本願明細書には「リンク」の用語の定義の記載がない。そこ

で，本願明細書の記載を参酌すると，「従来の自動化システムとの相違

として，下位の自動化装置４のプロセスバス５は操作・監視層のターミ

ナル１に接続されていない。その代わりにデータは自動化層からデータ

伝送媒体１１を介してマスターコンピュータ９に伝達される。」（甲１

１，３頁１行～３行）と記載されていることから，前記特定された事項

における「前記プロセスバスは前記ターミナルとはリンクされていな

い」とは，ターミナルとプロセスバスとがデータ伝送媒体を介した通信

によって接続されておらず直接データをやり取りできないこと，換言す

れば，ターミナルとプロセスバスとの間のデータの交換はマスターコン

ピュータを介して行われることを意味すると解される。上記解釈は，審

判手続において，原告が提出した審判請求書の手続補正書（甲１２）に

記載された「請求の理由」に，「本願発明においては，ユーザが制御の
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ために操作するターミナル１と制御されるべき自動化装置４とは，直接

接続されておらず，外部に設置されたマスターコンピュータ９を介して

のみ接続されている。したがって，公知技術における常識に反して，制

御は外部のコンピュータにより行われ，制御データはターミナル１と自

動化装置４との間で直接やりとりされるのではなく，マスターコンピュ

ータ９を介してのみやりとりされる。すなわち，マスターコンピュータ

９から見れば，ターミナル１と自動化装置４は並列的な関係にある。」

（甲１２，２頁２３行～２９行）と記載されていることからも裏付けら

れる。

引用発明１の電子ファイル管理計算機は，前記のとおり，複数の部署

別管理計算機の持つ電子ファイルの製造管理情報を組み合わせて，半導

体製造ラインの設備群管理計算機が持つ電子ファイルの情報に対応する

情報に変換して工程管理用電子ファイルを作成する機能，複数の設備群

管理計算機が持つ電子ファイルと複数の部署別管理計算機が持つ電子フ

ァイルの情報転送を電子ファイルの識別情報に基づいて転送プログラム

により管理する機能，それぞれの管理部署又は要素プロセス設備群での

書類審査，承認及び有効期限を審査・承認情報などを付加して管理する

機能，及びそれぞれの電子ファイルの製造管理情報と設備管理情報とを

工程管理用電子ファイルにバックアップとして保存する機能を備えてい

る。これらの機能は，いずれも電子ファイル，すなわちデータが，一旦

電子ファイル管理計算機に転送されることによって達成できる機能であ

り，半導体製造ラインシステムと管理部署システムとの間で電子ファイ

ルを転送する場合も，電子ファイルは電子ファイルの識別情報に基づい

て電子ファイル管理計算機の転送プログラムによって管理されているか

ら，当然，電子ファイル管理計算機を介して転送されることとなる。

そうすると，半導体製造ラインシステムと管理部署システムとは，電
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子ファイルを直接やり取りしておらず，「リンクされていない」という

ことができるから，審決が，引用発明１の構成として「半導体製造ライ

ンシステム１の通信回線は，管理部署システム２の通信回線と，直接リ

ンクされていない」と認定したことに誤りはない。

(ｲ) なお，原告は，引用例１の図１の記載からは，管理部署システムの通

信回線と半導体製造ラインシステムの通信回線とが，電子ファイル管理

計算機を介して間接的に接続されているように図示されているが，同図

は半導体製造装置の概略構成図であって，その構成を詳細に記載した図

７，図９，図１０，図１２には，管理部署システムの部署別管理計算機

と半導体製造ラインシステムの設備群計算機又は製品管理計算機とが同

じ通信回線に載っていることが示されているから，管理部署システムの

通信回線と，半導体製造ラインシステムの通信回線とが，直接リンクさ

れているというべきであると主張する。

しかし，原告が主張の根拠とする図面７・９・１０・１２は，工程管

理用電子ファイルの作成方法を示すための説明図であって，図１と同様

に半導体製造装置の具体的な構成を示すものではないから，これらの図

面に部署別管理計算機と設備群計算機又は製品管理計算機とが実線に

よって結ばれた図が示されているからといって，管理部署システム２の

通信回線と半導体製造ラインシステム１の通信回線とが，直接リンクさ

れていることの根拠とはできない。

また，仮に管理部署システムの通信回線と半導体製造ラインシステム

の通信回線とが物理的に接続されていたとしても，上記のとおり，電子

ファイルの転送は，電子ファイル管理計算機の転送プログラムによって

管理されているのであるから，半導体製造ラインシステムと管理部署シ

ステムとが電子ファイルを直接やり取りすることはできず，直接リンク

されているということはできない。
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したがって，原告の上記主張は採用することができない。

エ 本願発明と引用発明１との対応関係につき

(ｱ) 本願発明は，特許請求の範囲の請求項１に記載された事項によって特

定されるプロセス自動化システムであって，マスターコンピュータ，操

作・監視層のターミナル及び自動化層の自動化装置から構成され，マス

ターコンピュータは操作・監視層及び自動化層との間で通信し，データ

が操作・監視層と自動化層との間でマスターコンピュータを介して交換

されるものであり，一方，引用発明１は，前記のとおり，電子ファイル

管理計算機（工程管理用計算機），管理部署システム及び半導体製造ラ

インシステムから構成された半導体製造装置，すなわち半導体製造に係

る「プロセス自動化システム」であって，電子ファイル管理計算機と管

理部署システム及び半導体製造ラインシステムとの間が通信回線により

情報転送可能に接続され，電子ファイルは管理部署システムと半導体製

造ラインシステムとの間で電子ファイル管理計算機を介して相互に情報

転送されるものである。

本願発明と引用発明１とを対比すると，「プロセス自動化システム」

としての構成及び各構成要素相互のデータのやり取りを総合すれば，引

用発明１の「電子ファイル管理計算機」，「管理部署システム」及び

「半導体製造ラインシステム」は，それぞれ本願発明の「マスターコン

ピュータ」，「操作・監視層」及び「自動化層」とに対応し，さらに，

「電子ファイル管理計算機」は，管理部署システム及び半導体製造ライ

ンシステムとの間で通信し，これにより，管理部署システムと半導体製

造ラインシステムとの間でデータが交換されることから，本願発明の

「マスターコンピュータ」が備える，マスターコンピュータと操作・監

視層及び自動化層との間で通信し，操作・監視層と自動化層との間でデ

ータを交換する機能に相当する機能を備えているといえる。そうすると，
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「電子ファイル管理計算機」は，管理部署システム及び半導体製造ライ

ンシステムとの関係及びその機能から，本願発明の「マスターコンピュ

ータ」に相当するということができる。

(ｲ) また引用発明１の「管理部署システム」は，「部署別管理計算機」に

より，半導体製造ラインで製造される製品の進捗管理，要素プロセス設

備群に対する製造条件の指示，及び要素プロセス設備群の作業者に対す

る製造条件の指示を管理するものであるから，「部署別管理計算機」は，

本願発明の「操作・監視層」の「ターミナル」が備える，プロセスを操

作しかつ監視する機能を備えているといえる。そうすると，引用発明の

「管理部署システム」及び「部署別管理計算機」は，それらの機能から，

それぞれ本願発明の「操作・監視層」及び「ターミナル」に相当すると

いうことができる。

(ｳ) また引用発明１の「半導体製造ラインシステム」は，製品を製造する

半導体製造ラインを構成する「要素プロセス設備群」及び「要素プロセ

ス設備群」を管理する「設備群管理計算機」並びに「製品管理計算機」

を含むものであるから，「要素プロセス設備群」，「設備群管理計算

機」及び「製品管理計算機」は，本願発明の「自動化層」の「自動化装

置」が有する機能を備えているといえる。そうすると，引用発明１の

「半導体製造ラインシステム」は，本願発明の「自動化層」に相当し，

また，少なくとも「設備群管理計算機」は本願発明の「自動化装置」に

相当するということができる。

(ｴ) 以上のとおりであるから，引用発明１の「電子ファイル管理計算機」，

「管理部署システム」，「部署別管理計算機」，「半導体製造ラインシ

ステム」及び「設備群管理計算機」は，それぞれ本願発明の「マスター

コンピュータ」，「操作・監視層」，「ターミナル」，「自動化層」及

び「自動化装置」に相当するいうことができ，審決の認定に誤りがある
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ということはできない。

(ｵ) なお，原告は，本願発明の「ターミナル」は「プロセスを操作しかつ

監視する」のみであるのに対し，引用発明１の部署別管理計算機はデー

タを入力し管理するものであるから，引用発明の「部署別管理計算機」

が本願発明の「ターミナル」に相当するとした審決の認定は誤りである

と主張する。

しかし，引用発明１の「部署別管理計算機」が備えるデータを入力し

管理する機能は，本願発明の「ターミナル」が備える「プロセスを操作

しかつ監視する」機能を当然に含むものであるから，引用発明１の「部

署別管理計算機」が「プロセスを操作しかつ監視する」機能のみではな

いとしても，上記認定の妨げにならないというべきである。

(ｶ) また，原告は，本願発明の「マスターコンピュータ」は，複数の自動

化システムの同時操作に必要となる計算能力を供給するものであるのに

対し，引用発明１の「電子ファイル管理計算機」はこのような計算能力

を有しておらず，引用発明の｢電子ファイル管理計算機」が本願発明の

「マスターコンピュータ」に相当するとした審決の認定は誤りであると

主張する。

しかし，本願発明には「マスターコンピュータ」の計算能力（処理能

力）について特定されておらず，当業者において高い計算能力を有する

コンピュータを選択することも十分に可能であるし，また，本願明細書

には「本発明による自動化システムの主な利点は，・・・特にマスター

コンピュータによる複数の自動化システムの同時操作の可能性は，この

マスターコンピュータを特に高い計算能力およびメモリ容量の点で優れ

ているスーパーコンピュータとして構想し，それによって各個の自動化

システムの有用性を高めることを許す。」（甲１１，１頁２３行～２頁

３行）と記載されているのみで，複数の自動化システムの同時操作に必
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要となる計算能力を供給できることは，本願発明の構成を採用した上で，

さらにマスターコンピュータとしてスーパーコンピュータ等の計算能力

の高いコンピュータを採用した場合の作用効果にすぎず，本願発明にい

う「マスターコンピュータ」を選択したことによって初めて生じる機能

とはいえないから，原告の上記主張は採用することができない。

(ｷ) さらに，原告は，引用発明１の「設備群管理計算機」，「複数の設備

群管理計算機及び製品管理計算機」，「要素プロセス設備群」，「複数

の要素プロセス設備群」は，それぞれ本願発明の｢ターミナル｣，｢操作

・監視層｣，｢自動化装置｣，｢自動化層｣に相当するというべきであり，

本願発明には「部署別管理計算機」及び「電子ファイル管理計算機」に

相当するものは存在しないと主張する。

しかし，引用発明の半導体製造装置は，「プロセス自動化システム」

であって，装置全体として前記技術的意義を有するのであるから，原告

の主張は前提において誤りがあり，採用することはできない。

(4) 取消事由３（容易想到性判断の誤り）について

ア 引用発明２の意義

(ｱ) 引用例２（甲２）には以下の記載がある。

・【産業上の利用分野】

「本発明は統合経営情報システム等に代表されるコンピュータソフ

トの通信回線を用いたレンタル方法に関する。」（段落【０００

１】）

・【従来の技術】

「例えば，財務分析，利益計画，予算編成，財務予想，業績評価等

を行うことができる，いわゆる統合経営情報システムは，経営計画を

立案するうえで強力な武器となることは経営者に広く認識されている。

しかしながら，このような統合経営情報システムは膨大なプログラム
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量と高度な解析内容を有していることから極めて高価であり，例えば

買取方式であると，通常２００万円～５００万円程度の入手費用を要

するのが普通である。」（段落【０００２】）

・【発明が解決しようとする課題】

「２００万円～５００万円の金額は大企業にとっては負担不可能な

金額ではないものの，中小企業にとっては極めて大きな負担であり，

このことが経営計画立案上，極めて有益な本システムの導入を阻害す

る大きな要因となっている。また，統合経営情報システムの稼働は通

常，一ヵ月に１回～２回程度であり，常時稼働しないシステムに対し

て多額の費用を投入することに対する抵抗感も本システム導入の阻害

要因となっている。」（【段落０００３】）

・「このような問題は統合経営情報システムに限らず，利用頻度の少な

い高額コンピュータソフト，即ち日常的に利用しない高額コンピュー

タソフト一般に共通する問題である。本発明はかかる現況に鑑みてな

されたものであり，統合経営情報システム等に代表される高額コンピ

ュータソフトを信頼感及び高級感を落とすことなく，ユーザーに低価

格で提供でき，しかもシステム開発会社の開発経費の回収も容易にし

たコンピュータソフトレンタル方法を提供せんとするものである。」

（段落【０００６】）

・【課題を解決するための手段】

「上記課題を解決した本発明は，ユーザーオフィスに設置された通

信機能を装備したパソコンよりなるユーザーマシンと，コンピュータ

ソフトの利用管理センターに設置された通信機能を装備したパソコン

又は汎用コンピュータよりなるホストマシン，並びに前記ユーザーマ

シンと前記ホストマシンとを繋ぐ通信回線とから構成された『ハード

ウェア』と，各種業務を処理するプログラムファイルと，データファ
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イル並びに前記プログラムファイルの実利用時間を計測する手段及び

前記プログラムファイルの不正利用を禁止する手段を具備した『ソフ

トウェア』とから構成されている。・・・」（段落【０００９】）

・【実施例】

「次に本発明の詳細を図例の実施例に基づき説明する。図１は本発

明のシステムの概念を示すネットワーク図を示している。本ネットワ

ークは，業務プログラムを利用する企業のオフィスに設置されたユー

ザーマシンＵ，Ｕ……と，業務プログラムの提供者である利用管理セ

ンターに設置されたホストマシンＨを，通信回線を経由して接続した

構成である。通信回線としては公衆回線及びＩＳＤＮが利用可能であ

るが，サイズの大きいプログラムファイルやデータファイルの授受を

行わない限り，通常は公衆回線の利用で充分対応できる。ユーザーマ

シンは通信モデム機能を有するパソコンであって，業務プログラムの

運用が可能な能力を有するものであれば任意のものが利用可能である。

また，ホストマシンはいわゆる汎用コンピュータ，ミニコンピュータ，

ワークステーション，パソコン等が採用可能であり，具体的な処理能

力や規模は，ネットワークの規模や利用管理センターが担う業務内容

によって適宜選択される。」（段落【００２０】）

・「図９はパターン（６）の実施形態を示すシステム概念図である。こ

の実施形態でも，プログラムファイル及びデータファイルの全てをホ

ストマシンのハードディスクに格納する方式である。この場合，ユー

ザーマシンはホストマシンの端末機としての機能を担うことになり，

より高度な業務処理が可能となるとともに，プログラムファイル及び

データファイルの全てがホストマシンに蓄積されていることから，利

用管理センターが各種の解析サービスや経営上の指導サービスを行う

ことも可能である。・・・」（【００４４】）
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・【発明の効果】

「また，プログラムファイルのうち，業務処理を担う本体プログラ

ムファイルの全てをホストマシンの記録媒体に格納しておき，ユーザ

ーマシンは通信回線を通じてホストマシンの記録媒体内の本体プログ

ラムファイルにアクセスながら，業務をユーザーマシンのＣＰＵに

よって処理した場合は，ユーザーマシンのハードディスクでは格納で

きないような大規模なサブプログラムでも実行することが可能となり，

より高度な業務プログラムの提供が可能となる。」（段落【００５

０】）

・図面

【図１】本発明のシステムの概念を示す説明図

【図９】本発明の他の実施例であるパターン（６）のシステムの概念

を示す説明図
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(ｲ) 上記記載によれば，引用例２には，ユーザーオフィスに設置された通

信機能を備えたユーザーマシンと利用管理センターに設置された通信機

能を備えたホストマシンとを公衆回線又はＩＳＤＮによる通信回線を介

して接続し，プログラムファイル及びデータファイルをホストマシンの

ハードディスクに格納し，ユーザーマシンは通信回線を通じてホストマ

シンのハードディスク内のプログラムファイルにアクセスしながら，ユ

ーザーマシンによって業務を処理するシステムの発明(引用発明２）が

記載されていることが認められる。

ここで，ユーザーマシンはユーザーオフィスに設置され，ホストマシ

ンは利用管理センターに設置されているから，ホストマシンはユーザー

オフィスの外部（外側）に配置されているといえる。

また，引用例２には，ユーザーがシステムの導入に要する費用を削減

するという目的とともに，「ユーザーマシンはホストマシンの端末機と

しての機能を担うことになり，より高度な業務処理が可能となる」（段

落【００４４】），「ユーザーマシンのハードディスクでは格納できな

いような大規模なサブプログラムでも実行することが可能となり，より

高度な業務プログラムの提供が可能となる。」（段落【００５０】）と

記載されていることから，当業者（その発明の属する技術の分野におけ

る通常の知識を有する者）であれば，システムに必要な処理能力（計算
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能力）を外部に配置されたホストマシン（コンピュータ）から調達でき

ること，また，この結果，ユーザーにとって，ユーザーマシンやハード

ディスク等の設備にかかる費用を低減することができることが理解でき

るから，これらも引用発明２の実質的な目的として示唆されているとい

うことができる。

イ 容易想到性判断の当否

(ｱ) 引用発明１の半導体製造装置は，前記のとおり，電子ファイル管理計

算機，管理部署システムの部署別管理計算機及び半導体製造ラインシス

テムの設備群管理計算機及び製品管理計算機とを通信回線で接続したシ

ステムであり，一方，引用発明２は，上記のとおり，ユーザーマシン

（コンピュータ），利用管理センターに配置されたホストマシン（コン

ピュータ）及びこれらの間を接続する通信回線とから構成されたシステ

ムであるから，引用発明１と引用発明２とはいずれもコンピュータネッ

トワークシステムに関するものということができ，同じ技術分野に属す

るということができる。また，コンピュータシステムの設備購入や維持

・保守にかかる費用を低減することは，当該技術分野における一般的な

課題といえるから，引用発明１に引用発明２を組み合わせる動機もある

ということができる。さらに，引用発明２のホストマシン及びユーザー

マシンは，その機能からそれぞれ引用発明１の電子ファイル管理計算機

及び管理部署システム又は半導体製造ラインシステムに対応し，引用発

明２の公衆回線又はＩＳＤＮによる通信回線は，引用発明１の電子ファ

イル管理計算機と管理部署システム又は半導体製造ラインシステムとを

接続する通信回線に対応するということができる。そうすると，引用発

明１と引用発明２とは，技術分野，課題，機能及び作用が共通するので

あるから，これらを組み合わせることができるというべきであり，上記

引用発明２を引用発明１に適用して，電子ファイル管理計算機が，管理
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部署システム及び半導体製造ラインシステムと公衆回線又はＩＳＤＮに

よる通信回線，すなわちデータ伝送媒体を介して通信して相互に情報を

転送する構成とすることにより，電子ファイル管理計算機が管理部署シ

ステム及び半導体製造ラインシステムの外部（外側）に配置された構成

とすること，すなわち本願発明と引用発明１の相違点に係る構成とする

ことは，当業者が容易に想到することができたというべきである。

(ｲ) なお，原告は，相違点に係る審決の判断は，誤って認定された引用発

明１を前提とするものであるから誤りであると主張するが，前記のとお

り，引用発明１についての審決の認定に誤りがあるということはできな

いから，原告の上記主張は採用することができない。

(ｳ) また，原告は，本願発明は，マスターコンピュータを操作･監視層お

よび自動化層の外側に配置することによって，ハードディスクなどの記

憶装置だけでなく，マスターコンピュータ（計算能力）も不要となるが，

引用発明２は，ユーザーマシンの計算能力を不要にすることはできない

から，引用発明１と引用発明２を組み合わせても，本願発明とはならな

いと主張する。

しかし，引用例２には，上記のとおり，ユーザーにとって，ユーザー

マシンやハードディスク等の設備にかかる費用を低減することができる

こと，及びシステムに必要な計算能力を外部に配置されたホストマシン

（コンピュータ）から調達できることが示唆されているということがで

きるから，引用発明２は，実質的に本願発明と同様の目的を達成するも

のであるというべきである。

(ｴ) さらに，原告は，引用発明１と本願発明とはいずれも半導体製造ライ

ンなどのプロセス自動化システムに関するものであり，同じ技術分野に

属するものであるということができるが，引用発明２は「統合経営情報

システム等に代表されるコンピュータソフトの通信回線を用いたレンタ



- 50 -

ル方法」に関するものであり，本願発明や引用発明１とは技術分野が異

なるから，引用発明１と引用発明２を組み合わせる動機はないと主張す

る。

しかし，引用発明２は，上記のとおり，引用発明１や本願発明と同じ

くコンピュータネットワークシステムの技術分野に属するものというこ

とができるのであるから，プロセス自動化システムに関する技術分野に

属するものではないとしても，引用発明１と組み合わせることを阻害す

る要因とはならない。そして，上記のとおり，引用発明１と引用発明２

とは，技術分野，課題，機能・作用が共通するといえるのであるから，

これらを組み合わせることができるというべきであって，原告の上記主

張は採用することができない。

３ 結語

以上によれば，引用発明１及び２から本願発明は容易想到であるとした審決

の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由は全て理由がない。

よって原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。
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